
           

印 刷 発 注 仕 様 書  単票・冊子類・伝票 

① 発 注 課 名 国スポ・全障スポ競技課 電 話 0952-40-7347 担当者名 内野、池田 

② 件 名 ＳＡＧＡ２０２４国スポ柔道競技会競技別プログラム及び実施要項製作業務 

③ 種 別 □単票 ■冊子類 □伝票 

④ 数 量 

①競技別プログラム（完全版） 

部数：500部 ページ数：本文120ページ 

②実施要項（①から柔道競技に係る部分を抜粋した簡易版） 

部数：550部 ページ数：本文68ページ  

※いずれも構成の関係でページ数が前後する可能性あり 

⑤ 納 入 場 所 
ＳＡＧＡサンライズパークSAGAアリーナ 

その他市実行委員会が指定する場所 

⑥ 納 入 期 限 
データ 令和 ６年 ９月 ２０日（金） 

紙媒体 令和 ６年 １０月 ３日（木） 

⑦ 入 稿 方 法 □紙 ■Word ■PDF ■JPEG ■（ Excel、AI ） 

⑧ 編集・デザイン ■有 □無 

⑨ 校 正 □１回 □２回 ■３回 □（     ） 

⑩ 印 刷 面 □片面印刷 ■両面印刷 □（     ） 

⑪ 刷 り 色 

①完全版 

■本文 （11８ページ分）：両面スミ１色 

■中表紙（2ページ分）：表面１色（黒） 

■表紙・裏表紙（両面フルカラー） 

②実施要項 
■本文 （ページ分）：両面１色（黒） 

■表紙・裏表紙（両面フルカラー） 

⑫ 写 真 □単色（色： ）  点 □フルカラー  点 

⑬ 紙 質 ・ 紙 厚 

■下記のとおり □見本と同等のもの 

本文 上質紙  （Ａ判  ７０ kg） 

中表紙 色上質紙 （水色  ７０ kg） 

表紙・裏表紙 コート紙 （Ａ判 １３５ kg） 

⑭ 寸 法 ■A４判  □B 判  □その他（   ） 

⑮ 製 本 ・ 加 工 

綴じ向き ■左綴じ □天綴じ □右綴じ □その他（     ） 

綴 じ 方 ■無線綴じ □中綴じ  □その他（     ） 

折  り □２折 □その他（     ） 

そ の 他 □（     ） 

⑯ 
グリーン購入 

適 合 

□総合評価値８０以上の用紙の使用（冊子表紙は除く）      

□リサイクル適性Aランクの資材の使用 ■リサイクル適性の表示 □資材確認票の提出    

■インキ類 

＜オフセット印刷個別事項＞バイオマスを含有したインキ（植物油インキ、大豆油インキ等） 

かつ芳香族成分1％未満の溶剤のみを用いるインキの使用、NL規制（印刷インキ工業連合会） 

適合インキの使用 

＜デジタル印刷個別事項＞化学安全性の確認されたトナー又はインキの使用 

※在庫等の制約からグリーン購入適合の用紙等が入手困難な場合は、できる限り環境に配慮した

用紙等を使用すること。(別途協議) 



           

⑰ 特 記 事 項 

・ 先催市が大会で使用したサンプルがあるため、必要な場合は確認をすること。 

・ 校正については責了とはせず、校了まで必要回数行うことができるものとす

る。なお、校正途中で、発注者からレイアウト、書体、色指定、見出し、イラ

スト等の変更の指示があった場合は、迅速に対応すること。 

・ 編集、レイアウト作業を行い、構成等については、別紙「プログラム構成表」

を参照すること。 

・ 本文のみ下部にページ打ち込み。 

・ 大会ロゴデータ、写真データ、ピクトグラム等については発注者より提供する。 

・ 契約後、原稿を完成したページから随時入稿することとする。ただし、組合せ

表，都道府県別参加人数一覧，監督・選手名簿の原稿は，令和６年９月９日（月）

以降に入稿するものとする。 

・ SAGA2024 国スポにかかる各種デザイン等の使用にあたっては、

SAGA2024 実行委員会事務局が策定した「SAGA2024 に係る標章等使用

取扱規程」及び「SAGA2024 ロゴタイプガイドマニュアル」等を遵守するこ

と。 

・ 製作物の版権は発注者に帰属する（他の媒体で使用する場合あり）。校了デー

タ（PDFデータ）を CD-R等で納品すること。 

・ 納品の際は、25部ごとに梱包すること。 

・ 納品後、不良品が出た場合には、速やかに対応すること。当印刷物は、関係機

関をはじめ参加選手等に対して配布するため、印刷ミス等ほか乱丁 、落丁には

細心の注意をはらうこと。 

・ 選手等の氏名文字のうち JIS 規格等にない異字体文字が出てきた場合、文字の

作成を依頼することがある。 

・ 受注者は、発注者と協議の上、業務工程表を提出すること。 

・ 本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合、または、仕様書に記載のない事項で

あっても、本業務に必要と認められる事由が生じた場合は、双方協議のうえ決

定し、業務を遂行すること。 

 


